
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

   

令和8年６月１日発行    

― 大仙市役所西仙北支所 〒019-2192 大仙市刈和野字本町 5番地 ☎ 0187-75-1111(代表) ― 

●農業機械使用後の泥や土に注意 

●「梅雨だる」を知っていますか？ 

あなたの会社、職場で健康出前講座｟無料｠をご利用ください 

6 月は梅雨の時期特有の気温差、湿度の高さから、だるさや眠

気を感じやすくなります。そのため、活動量が減り、血のめ

ぐりが悪くなり、肩こりや頭痛、むくみ、気分の落ち込みが

見られます。仕事の合間の簡単なストレッチ、温かい飲み物

で自律神経を整えることをおすすめします。 ↑詳細はこちらから↑ 

トラクター等での農作業の際、田んぼや畑から公道へ出る前には必ず泥を落としてから走行する

ようにお願いいたします。 

道路に落ちた泥や土のかたまりは、自動車、自転車、歩行者の通行の妨げになり大変危険です。 

やむを得ず、道路を汚した場合は、速やかに清掃するなど道路利用者が安全に走行できるように

心がけましょう。 

●６月は「食育月間」、６月１９日は「食育の日」 

食育は子どもから大人までの全ての人に大切なものです。 

朝ごはんをしっかり食べることは、脳や身体を目覚めさせ、１日のよいスタートを切れます。 

また、誰かと一緒に食べる「共食（きょうしょく）」をすることは、健康的な食生活や規則正しい

生活習慣につながります。 

朝ごはんを食べること、家族そろって食事をする機会を設けることを意識して、毎日を元気に過

ごしましょう。 

【お問い合わせ】健康増進センター西部 ☎0187‐75‐0476 

【お問い合わせ】大仙市健康増進センター栄養指導班 ☎0187‐62‐9301 

農林建設課 ☎0187‐75‐2971 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

●首都圏にしせんぼく会をふるさとから応援する会の会員募集中 

農林建設課 ☎0187‐75‐2966 

●クマとの遭遇に注意してください 

山林付近のほか、市街地での散歩、登下校時においてもクマの出没に十分注意してください。 

クマを寄せ付けない対策のお願い 

生ゴミや農地などに廃棄された野菜や果樹は、クマのエサになるほか、ガソリンなどの揮発性物質

もクマを引き寄せる原因となります。収納庫に入れるなどの管理の徹底をよろしくお願いします。 

目的：旧西仙北町出身者で構成する「首都圏にしせんぼく会」への故郷情報の提供および活動を

応援しながら親睦を深め、併せて、にしせんぼく会の発展に寄与する。 

「首都圏にしせんぼく会をふるさとから応援する会」の令和８年度の主な活動内容 

随 時：会員の募集/年会費の徴収（１,０００円） 

１０月：首都圏にしせんぼく会総会・懇親会への参加 

    （東京都での開催で自由参加 別途費用負担あり） 

●ごみの分別ルールを守りましょう 

いつもごみ出しルールへのご協力ありがとうございます。 

皆様に気持ちよく生活していただくため、ごみの分別方法について、再度のご確認をお願いいたし

ます。「コイン電池」、「ボタン電池」、「小型充電式電池」は、絶縁処理をしてから窓口へお持ちく

ださい。未絶縁のまま回収場所に出すと、ショートによる発火等の恐れがあります。 

 

●不法投棄は犯罪です 

絶縁前 絶縁後 

※ビニールテープ等で覆って絶縁を行ってください。 

不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（通称：廃棄物処理法）により厳しく禁止され

ており、違反をした場合は 5年以下の拘禁刑か 1千万円以下の罰金、場合によってはその両方が科

されます。 

また、不法投棄対策として、大仙市では秋田県、警察との連携の強化や、不法投棄監視員を任命し

パトロールを行うなど力を入れていますが、地域の皆様の監視の目も非常に有効です。 

今後も、不法投棄ゼロを叶えるためご協力をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


